
【建設発生土受入地リスト　民間開発工事リスト（無料・民間受入地）】

備考
土質調査の
要・不要

確認結果
詳細

（法･条例）
詳細

（許可日・番号）
礫

礫質土
砂

砂質土
粘性土

高含水比
粘性土

軟岩 その他 （条件等）
（※5,000m3未満

の場合）

（株）日豊折込センター 中津市是則３３０ 0979-27-6767 中津市大字是則字島崎３３１番１　ほか 盛土許可等
県土砂条例

（※）
令和５年１月４日
指令環保 第２８号

令和５年
８月３１日迄

75,000m3 0円 0円 受入不可 受入不可 0円 個別協議
場合によって

は必要

受入料金
（消費税別・敷き均し含む）

　　・5,000m3未満の土砂を搬入する際の土壌調査について『不要』と回答のあった事業場所は、｢｢大分県土砂等のたい積行為の規制に関する条例｣における公共工事の取扱いについて(運用基準)大分県土木建築部｣
　　　に定める「汚染要因に関する調査票」を発注者が必ず作成し、汚染要因がないことを確認すること。

　　※県土砂条例：略称であり、正式条例の名称は「大分県土砂等のたい積行為の規制に関する条例」という。指定副産物省令に定める「法令手続き等の状況を確認した結果を記載する書面」には、正式名称で記載すること。

事業者名 事務所住所 電話番号
事業場所

（処分場）

指定副産物省令に定める確認結果を
記載した書面に記載する内容

許可期間
（終期）

受入可能
土量(m3)

　　・受入地に5,000m3以上搬出する場合は、5,000m3毎に土壌調査が必要となるため、その費用を別途設計計上すること。また、5,000m3未満であっても、事業場の要請により土壌調査が必要となる場合があるため、
　　　『必要』『場合によっては必要』と回答のあった事業場は、事前に事業者と協議し、必要に応じてその費用を別途設計計上すること。

　　・受入可能土量及び受入料金、土質、受入時期について、必ず事業者に事前に確認を行うこと。

　　・「地山土量」１m3あたりの受入料金である。

　　・受入料金が重量当りのものついては、土量（容積）を土の単位体積重量等で換算した数量で設計計上すること。



【建設発生土受入地リスト　民間処分地リスト　（有料・民間受入地）】

受入可能
土量(m3)

備考
土質調査の
要・不要

確認結果
詳細

（法･条例）
詳細

（許可日・番号）
礫

礫質土
砂

砂質土
粘性土

高含水比
粘性土

軟岩 その他 （条件等）
（※5,000m3未満

の場合）

(株)東部開発 大分市大字迫字丸山658番地の1 097-586-7321 大分市大字旦野原字ヤリトノ内1400番ほか 盛土許可等
県土砂条例

（※）
令和４年３月４日

大分市指令 第6206号
令和9年

３月３１日迄
115,000m3 1,500円 1,500円 3,000円 3,500円 受入不可 受入不可

・受入時間(平日)　8:00～17:00
（災害時は要相談）
・受入単位は各現場200m3以上とし、
　200m3未満は受入不可とする。
・高含水比粘性土は固化剤で
　処理した場合のみ受入れ可

場合によって
は必要

（有）大豊土建 大分市雄城台中央2丁目13番3号
090-4341-5066
097-511-5538

由布市挾間町七蔵司ヤソヲ1047番2 盛土許可等
県土砂条例

（※）
令和３年１月２０日
指令環保 第２９号

令和８年
１月２０日迄

4,000m3 1,000円 1,000円 1,000円 受入不可 1,500円 受入不可 ・記載の金額は改良費等を含む
場合によって

は必要

三洋建設（株） 臼杵市大字江無田370-6 090-9405-1045 臼杵市久木小野字野中860 ほか 盛土許可等
県土砂条例

（※）
平成３０年６月１３日

指令環保 第５号
令和１０年

１２月３１日迄
100,000m3 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 個別協議

・締固め可能な状態の者に限る
（汚泥に近い状態の土砂、産廃の受入れは
不可）

場合によって
は必要

三双土木（株） 臼杵市大字諏訪902-1 0972-63-1010
臼杵市大字大野字辰ヶ迫862番地の1
の一部外

盛土許可等
県土砂条例

（※）
令和２年８月７日
指令環保 第８号

令和２２年
４月２０日迄

140,000m3 1,200円 1,200円 1,200円 受入不可 1,200円 受入不可
・受入時間　8:00～12:00
　　　　　 13:00～17:00
・搬入土は個別協議とする

場合によって
は必要

（有）東洋興産 臼杵市大字井村3029 0972-63-2880 臼杵市大字中臼杵字向ノ畑1982番1 ほか 盛土許可等
県土砂条例

（※）
平成２９年１０月１８日

指令環保 第２２号
令和９年

９月３０日迄
30,000m3 1,200円 1,200円 受入不可 受入不可 1,200円 受入不可 ・受入時間　8:00～17:00

場合によって
は必要

佐伯市宇目大字小野市
（個人）

佐伯市宇目大字小野市4991-1 0972-54-9914
佐伯市宇目大字小野市字塩田4958番
の一部ほか

盛土許可等
県土砂条例

（※）
平成３０年６月２９日

指令環保 第７号
令和１１年

３月３１日迄
39,000m3 800円/t 800円/t 受入不可 受入不可 個別協議 受入不可

場合によって
は必要

（有）イチミヤ産業 佐伯市大字上岡字大平52-1 0972-25-0170 佐伯市宇目大字南原2565番1の一部ほか 盛土許可等
県土砂条例

（※）
平成３１年１月４日
指令環保 第３７号

令和１０年
１２月３１日迄

383,000m3 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円 個別協議

・受入時間　8:00～17:00
（災害時は要相談）
・改良する必要がある土は
　改良した場合のみ受入れ可
・その他は個別協議とする

場合によって
は必要

（株）海九 佐伯市中村南町2-5 0972-28-5214 佐伯市宇目大字塩見園字大三3357番の一部ほか 盛土許可等
県土砂条例

（※）
令和２年１月１４日
指令環保 第２１号

令和１２年
１月１３日迄

750,000m3 500円 500円 1,000円 2,000円 個別協議 個別協議
・受入時間(平日)　8:00～17:00
・記載の金額は改良費等を含む。

場合によって
は必要

佐伯市弥生大字尺間字中ノ谷2216番2、2217番 盛土許可等
県土砂条例

（※）
令和２年５月２２日
指令環保 第３号

令和２７年
３月３１日迄

10,000m3 3,000円 3,000円 受入不可 受入不可 3,000円 個別協議 ・受入時間　8:00～17:00
場合によって

は必要

佐伯市弥生大字尺間字犬棒屋敷1257番、1261番 盛土許可等
県土砂条例

（※）
令和３年３月２５日
指令環保 第３７号

令和２７年
３月３１日迄

3,000m3 3,000円 3,000円 4,200円 4,200円 3,000円 個別協議
・受入時間　8:00～17:00
・記載の金額は改良費等を含む。
・その他は個別協議とする

場合によって
は必要

（有）天小組 佐伯市宇目大字塩見園1817 0972-52-1134 佐伯市宇目大字重岡1526番4 ほか 盛土許可等
県土砂条例

（※）
令和２年９月４日
指令環保 第６号

令和７年
３月３１日迄

20,000m3 500円 600円 700円 - 500円 -
・記載の金額は改良費等を含む。
・搬入土は個別協議とする。

場合によって
は必要

（株）佐々木建設 佐伯市宇目大字小野市4985番地2 0972-54-3314 佐伯市弥生大字門田字番匠1127番1 ほか 盛土許可等
県土砂条例

（※）
令和３年１月１４日
指令環保 第２８号

令和８年
３月３１日迄

30,000m3 900円/t 900円/t 900円/t 受入不可 個別協議 受入不可 ・搬入土は個別協議とする
場合によって

は必要

（株）梶原興業 日田市大字北豆田1284-1 0973-23-5643 日田市大字高瀬字ツル5302番　ほか１筆 盛土許可等
県土砂条例

（※）
令和３年８月３１日
指令環保 第１１号

令和３３年
６月３０日迄

40,000m3 1,200円 1,200円 1,200円 受入不可 1,200円 -
・改良する必要がある土は
　改良した場合のみ受入れ可

必要

（株）セイワ 日田市大山町東大山1986-3 0973-52-2444 日田市大山町東大山字下尾谷1823番1地内の一部 盛土許可等
県土砂条例

（※）
令和４年６月２７日
指令環保 第１号

令和３０年
１２月３１日迄

300,000m3 1,400円 1,400円 1,400円 受入不可 1,400円 個別協議

・受入れ時間　8:00～17:00
・バックホウで敷均し・転圧が
　可能な土質（第３種土以上）
・粘性土は、敷均・転圧ができ
　る程度とする
・受入地入口付近の市道の
　散水・清掃が必要

場合によって
は必要

マルゲン（株） 日田市東有田2579番地19    0973-23-7693 日田市大字西有田字ホコ鳥２５７９番１ 盛土許可等
県土砂条例

（※）
令和３年１０月２１日
指令環保 第１８号

令和６年
１１月３０日迄

30,000m3 1,200円 1,200円 1,500円 3,000円 1,200円 個別協議
・受入れ時間　8:00～17:00
・改良する必要がある土は
　改良した場合のみ受入れ可

場合によって
は必要

弥生石材（株） 佐伯市中村北町7番21号 0972-23-8022

　　・5,000m3未満の土砂を搬入する際の土壌調査について『不要』と回答のあった事業場所は、｢｢大分県土砂等のたい積行為の規制に関する条例｣における公共工事の取扱いについて(運用基準)大分県土木建築部｣
　　　に定める「汚染要因に関する調査票」を発注者が必ず作成し、汚染要因がないことを確認すること。

　　※県土砂条例：略称であり、正式条例の名称は「大分県土砂等のたい積行為の規制に関する条例」という。指定副産物省令に定める「法令手続き等の状況を確認した結果を記載する書面」には、正式名称で記載すること。

事業者名 事務所住所 電話番号
事業場所

（処分場）

指定副産物省令に定める確認結果を
記載した書面に記載する内容

許可期間
（終期）

受入料金
（消費税別・敷き均し含む）

　　・受入地に5,000m3以上搬出する場合は、5,000m3毎に土壌調査が必要となるため、その費用を別途設計計上すること。また、5,000m3未満であっても、事業場の要請により土壌調査が必要となる場合があるため、
　　　『必要』『場合によっては必要』と回答のあった事業場は、事前に事業者と協議し、必要に応じてその費用を別途設計計上すること。

　　・受入可能土量及び受入料金、土質、受入時期について、必ず事業者に事前に確認を行うこと。

　　・「地山土量」１m3あたりの受入料金である。

　　・受入料金が重量当りのものついては、土量（容積）を土の単位体積重量等で換算した数量で設計計上すること。



【建設発生土受入地リスト　民間処分地リスト　（有料・民間受入地）】

受入可能
土量(m3)

備考
土質調査の
要・不要

確認結果
詳細

（法･条例）
詳細

（許可日・番号）
礫

礫質土
砂

砂質土
粘性土

高含水比
粘性土

軟岩 その他 （条件等）
（※5,000m3未満

の場合）

　　・5,000m3未満の土砂を搬入する際の土壌調査について『不要』と回答のあった事業場所は、｢｢大分県土砂等のたい積行為の規制に関する条例｣における公共工事の取扱いについて(運用基準)大分県土木建築部｣
　　　に定める「汚染要因に関する調査票」を発注者が必ず作成し、汚染要因がないことを確認すること。

　　※県土砂条例：略称であり、正式条例の名称は「大分県土砂等のたい積行為の規制に関する条例」という。指定副産物省令に定める「法令手続き等の状況を確認した結果を記載する書面」には、正式名称で記載すること。

事業者名 事務所住所 電話番号
事業場所

（処分場）

指定副産物省令に定める確認結果を
記載した書面に記載する内容

許可期間
（終期）

受入料金
（消費税別・敷き均し含む）

　　・受入地に5,000m3以上搬出する場合は、5,000m3毎に土壌調査が必要となるため、その費用を別途設計計上すること。また、5,000m3未満であっても、事業場の要請により土壌調査が必要となる場合があるため、
　　　『必要』『場合によっては必要』と回答のあった事業場は、事前に事業者と協議し、必要に応じてその費用を別途設計計上すること。

　　・受入可能土量及び受入料金、土質、受入時期について、必ず事業者に事前に確認を行うこと。

　　・「地山土量」１m3あたりの受入料金である。

　　・受入料金が重量当りのものついては、土量（容積）を土の単位体積重量等で換算した数量で設計計上すること。

（株）SAIMOTO PLANNING 日田市大字渡里３７３番地２ 0973-24-7345 日田市大字内河野字七曲1405番地２ 盛土許可等
県土砂条例

（※）
令和４年１２月１５日
指令環保 第２３号

令和１４年
８月１０日迄

284,000m3 1,500円 1,500円 1,500円 可 1,500円 個別協議

・受入れ時間　8:00～17:00
・バックホウで敷均し・転圧が
　可能な土質（第３種土以上）
・粘性土は敷均し・転圧ができ
　る程度とする
・高含水比粘性土は改良した場
　合のみ受入れ可、費用は個別
　協議とする

場合によって
は必要

（有）オガワ商事 中津市大字相原3032-20 0979-25-0260 中津市三光土田字平林251-1ほか 盛土許可等
県土砂条例

（※）
令和４年２月１０日
指令環保 第２４号

令和６年
１１月２９日迄

16,155m3 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 -
・改良する必要がある土は
　改良した場合のみ受入れ可

必要

中津市耶馬溪町大字山移字橋ケ戸台366番ほか 盛土許可等
県土砂条例

（※）
令和２年１月１４日
指令環保 第２２号

令和７年
１２月２５日迄

150,000m3 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 個別協議
・改良する必要がある土は
　改良した場合のみ受入れ可

不要

中津市耶馬溪町大字深耶馬字風穴1196番4 盛土許可等
県土砂条例

（※）
令和４年１月２７日
指令環保 第２７号

令和８年
１２月３１日迄

220,000m3 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 個別協議
・改良する必要がある土は
　改良した場合のみ受入れ可

不要

（株）ﾑｻｼｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 中津市永添2636-24(※R4.3月より)
0979-24-2778
090-5928-8131

中津市三光臼木字奈良合2293番 盛土許可等
県土砂条例

（※）
令和３年１２月３日
指令環保 第２１号

令和８年
１２月３１日迄

23,000m3 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 個別協議
・受入れ時間　8:00～17:00
・改良する必要がある土は
　改良した場合のみ受入れ可

不要

ＹＳ開発（株） 宇佐市下高家９４２ 0978-32-1171 宇佐市大字浜高家字東浜筋２５６番１　ほか８筆 盛土許可等
県土砂条例

（※）
令和３年７月２７日
指令環保 第９号

令和１０年
９月３０日迄

50,000m3 1,500円 1,500円 1,500円 3,000円 個別協議 個別協議
・受入れ時間　8:00～17:00
・高含水比粘性土は固化剤で
　処理した場合のみ受入れ可

場合によって
は必要

（株）坂本砿業所 由布市庄内町直野内山338番地 097-585-1002 由布市庄内町直野内山字下ノ原655番他 盛土許可等
県土砂条例

（※）
令和５年４月２７日
指令環保 第４号

令和１５年
３月３１日迄

68,009.6m3 1,450円 1,450円 1,800円 3,600円 1,650円 個別協議

・受入れ時間　8:00～17:00
（災害時は要相談）
・改良する必要がある土は改良した場
　合のみ受入れ可
・その他の土は個別協議

不要

（株）頂 豊後大野市三重町玉田2159番地 097-546-3216 竹田市久住町大字久住字柿ヶ久保2542番 盛土許可等
県土砂条例

（※）
令和５年６月１４日
指令環保 第９号

令和７年
　６月３０日迄

1,000 m3 500円/t - - - - - -
場合によって

は必要

（株）共伸
　中津事業本部

中津市大字大貞今井野366-34 0979-64-6128



【建設発生土受入地リスト　民間処分地リスト（有料・産業廃棄物最終処分場）】

　　※廃掃法：略称であり、正式条例の名称は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」という。指定副産物省令に定める「法令手続き等の状況を確認した結果を記載する書面」には、正式名称で記載すること。

備考

確認結果
詳細

（法･条例）
詳細

（許可番号）
礫

礫質土
砂

砂質土
粘性土

高含水比
粘性土

軟岩 その他 （条件等）

（株）東部開発 大分市大字迫字丸山658番地の1 097-573-1355 大分市大字片島字米良山1964番1 外16筆 他法令許可等 廃掃法
（大分市）
08840013485

3,400 m3 2,000 円 2,000 円 3,000 円 受入不可 3,000 円 受入不可

・受入時間(平日)　8:00～17:00
（災害時は要相談）
・受入単位は各現場30m3未満とし、
　30m3以上は受入不可とする。

ソウワ工産（株） 大分市片島2256番地の1 097-569-9383 大分市大字片島字高ツクマ2152番 外17筆 他法令許可等 廃掃法
（大分市）
08840064947

300,000 m3 1,500 円 1,500 円 1,500 円 受入不可 1,500 円 -

トーテル建設（株） 大分市大字松岡4960番地の25 097-520-3812 大分市大字片島字堤ヶ谷2301番1 他法令許可等 廃掃法
（大分市）
08840075694

3,000 m3 900 円 900 円 - - - -

（株）富士重機クレーン 大分市大字千歳字尾崎2151番地 097-551-6333 大分市片島2448-5 他法令許可等 廃掃法
（大分市）
08840035105

3,000 m3 1,500 円 1,500 円 2,000 円 受入不可 受入不可 - ・受入時間(平日)　8:00～17:00

エコセンター力南（株） 佐伯市弥生大字井崎247番地 0972-46-0448
佐伯市宇目大字南田原字次郎丸
2064番1、2064番10

他法令許可等 廃掃法
（大分県）
04445079305

150,000 m3 500 円 500 円 500 円 500 円 - -
・覆土として不適切なものは
　受入れ不可

大佐興業（株） 佐伯市大字池田1986番地1
0972-28-5281
090-8666-0723

佐伯市宇目大字南田原2435番3 他5筆 他法令許可等 廃掃法
（大分県）
04435187893

15,000 m3 500 円 500 円 2,000 円 受入不可 可 受入不可

（株）大分グランマ 大分市大字松岡925番地の35 097-578-7123 大分市大字松岡字長尾925-35 他法令許可等 廃掃法
（大分市）
08840081663

100,000 m3 25,000円/t 25,000円/t 25,000円/t 受入不可 25,000円/t - -

(株)松岡環境開発 大分市京が丘南3丁目2番4号 097-529-6401 大分市大字松岡字長尾925番1外29筆 他法令許可等 廃掃法
（大分市）
08830230962

800,000 m3 25,000円/t 25,000円/t 25,000円/t 受入不可 25,000円/t - -

　　・受入可能土量及び受入料金、土質、受入時期について、必ず事業者に事前に確認を行うこと。

　　・「地山土量」１m3あたりの受入料金である。

　　・受入料金が重量当りのものついては、土量（容積）を土の単位体積重量等で換算した数量で設計計上すること。

事業者名 事務所住所 電話番号
事業場所

（処分場）

指定副産物省令に定める確認結果を
記載した書面に記載する内容 受入可能

土量(m3)

受入料金
（消費税別・敷き均し含む）


